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   公共施設への太陽光発電設備設置の補助制度の創設を求める意見書案の提
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公共施設への太陽光発電設備設置の補助制度の創設を求める意見書 

 

 

 東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故等により、計画停電が実施され、節

電の取組が強められる中、太陽光を始めとする再生可能エネルギーの開発、普及及び利用

の促進に国民の関心と要求が高まっており、国及び地方自治体の切迫した課題となってい

る。 

 「脱原発」、「太陽光発電の普及」を掲げて誕生した神奈川県の新しい知事は、５月１

９日の県議会の所信表明でも、改めて「脱原発で太陽光の時代へ」、「神奈川からエネル

ギー革命を起こす」と宣言し、「太陽光発電を圧倒的な勢いで普及させることにより、電

力不足を補っていきたい」と述べた。 

 一方、本市においては、スクールニューディール構想など国の補助制度も活用して、現

在までに市立の小学校３０校、中学校１２校及び高校１校に太陽光発電設備を設置してき

たところである。 

 このように学校を始めとして市民館、区役所等の公共施設への広範囲にわたる設置は、

太陽光発電を圧倒的な勢いでスピード感をもって普及させるためには避けられない課題で

あるが、現状では依然として市町村の財政負担が重いことから、県からの財政支援が強く

求められている。 

 よって、県におかれては、太陽光発電の普及による「神奈川からのエネルギー革命」を

確実に実行するためにも、県内の市町村の学校、市民館、区役所等の公共施設への太陽光

発電設備の設置を強力に推進するための補助制度を早急に創設されるよう強く要望するも

のである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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